
書式第１９号（法第２５条関係） 

特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラム 定款 

新旧対照表 

新 旧 

(入会) 

第７条 本会の正会員になろうとするものは、

別に定める入会申込書を代表理事に提出

するものとする｡ 

２ 本会の賛助会員になろうとするもの

は、別に定める入会申込書を代表理事に

提出するものとする｡ 

３ 代表理事は、前２項のものの入会を認

めないときは、速やかに、理由を付した

書面または電磁的方法をもって本人にそ

の旨を通知しなければならない。 

(入会) 

第７条 本会の正会員になろうとするものは、

別に定める入会申込書を代表理事に提出

するものとする｡ 

２ 本会の賛助会員になろうとするもの

は、別に定める入会申込書を代表理事に

提出するものとする｡ 

３ 代表理事は、前２項のものの入会を認

めないときは、速やかに、理由を付した

書面をもって本人にその旨を通知しなけ

ればならない。 

(役員の選任) 

第13条 理事は、正会員のうちから役員選定内

規に従って評議員会が選任し、総会に報

告する。 

２ 代表理事は理事会で選任される。 

３ 監事は総会で選任される。 

４ 監事は理事または本会の職員を兼ねては

ならない。 

５ 役員のうちには、それぞれの役員につい

て、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１

人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配

偶者および３親等以内の親族が役員総数の３分

の１を超えて含まれてはならない。 

(役員の選任) 

第13条 理事は、正会員のうちから役員選定内

規に従って評議員会が選任し、総会に報

告する。 

２ 代表理事は理事の互選による。 

３ 監事は総会で選任される。 

４ 監事は理事または本会の職員を兼ねては

ならない。 

５ 役員のうちには、それぞれの役員につい

て、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１

人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配

偶者および３親等以内の親族が役員総数の３分

の１を超えて含まれてはならない。 

(役員の職務) 

第14条 代表理事は、本会を代表し、その業務

を統括する。代表理事以外の理事は、そ

の業務について、本会を代表しない。 

２ 理事は、理事会を構成し、定款および細

則の定め、総会および理事会の議決に基づ

き本会の業務を執行する。 

３ 代表理事が複数ある場合の職務執行の分担

については、必要に応じて別に定めるものとす

る。 

(役員の職務) 

第 14条 代表理事は、本会を代表し、その業務

を統括する。代表理事以外の理事は、その業

務について、本会を代表しない。 

  ２ 理事は、理事会を構成し、定款および細則

の定め、総会および理事会の議決に基づき

本会の業務を執行する。 

３ 代表理事が複数ある場合の職務執行の分

担については、別に定めるもの とする。 



(役員の報酬・弁済等) 

第17条 役員は、無報酬とする。 

２ 役員には、その職務を執行するために要

した費用を弁済することができる。 

３ 弁済額および弁済に必要な事項は、理事

会において必要に応じて別に定めるものと

する。 

(役員の報酬・弁済等) 

第 17条 役員は、無報酬とする。 

 ２ 役員には、その職務を執行するために要し

た費用を弁済することができる。 

 ３ 弁済額および弁済に必要な事項は、理事

会において別に定めるものとする。 

(評議員の弁済等) 

第23条 評議員には、その職務を執行するため

に要した費用を弁済することができる。 

２ 弁済額および弁済に必要な事項は、理事会

において必要に応じて別に定めるものとする。 

(評議員の弁済等) 

第 23条 評議員には、その職務を執行するため

に要した費用を弁済することができる。 

２ 弁済額および弁済に必要な事項は、理事

会において別に定めるものとする。 

(役職者) 

第24条  本会に役職者を置くことができる。 

（中略） 

１０ 会長、副会長、相談役および顧問の任期

については、第 15 条第１項の規定を準用

する。 

(役職者) 

第 24条  本会に役職者を置くことができる。 

（中略） 

１０ 会長、副会長、相談役および顧問の任期

については、第 15 条第 1項の規定を準用

する。 

(開催) 

第 28条 通常総会は、毎年１回、毎事業年度終

了後３ヶ月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当

する場合に開催する。 

（１） 理事会が必要と認めた場合 

（２） 正会員総数の５分の１以上から会議

の目的を記載した書面または電磁的方法に

よって開催の請求があった場合 

（３） 第14条第５項第４号の規定により、

監事から招集があった場合 

(開催) 

第 28条 通常総会は、毎年１回、毎事業年度終

了後３ヶ月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当

する場合に開催する。 

（１） 理事会が必要と認めた場合 

（２） 正会員総数の５分の１以上から会議

の目的を記載した書面（電子メールを含む）

によって開催の請求があった場合 

（３） 第 14条第５項第４号の規定により、

監事から招集があった場合 

(招集) 

第 29条 総会は、前条第２項第３号の場合を除

き代表理事が招集する。 

２ 総会の招集は、日時、場所、目的および

審議事項を記載した書面または電磁的方法

によって、開催日の７日前までに通知をし

なければならない。 

３ 代表理事は、前条第２項第２号の規定に

よる請求があったときは、速やかに臨時総  

会を開催しなければならない。 

(招集) 

第 29条 総会は、前条第２項第３号の場合を除

き代表理事が招集する。 

２ 総会の招集は、日時、場所、目的および

審議事項を記載した書面（電子メールを含

む）によって、開催日の７日前までに通知を

しなければならない。 

３ 代表理事は、前条第２項第２号の規定に

よる請求があったときは、速やかに臨時総  

会を開催しなければならない。 



(書面表決等) 

第33条 総会に出席できない正会員は、あらか

じめ通知された事項について、書面または電

磁的方法をもって表決し、または出席する正

会員を代理人として表決を委任することがで

きる。 

２ 前項の規定により表決した正会員は、

第31条の規定の適用については出席した

ものとみなし、前条第３項の規定を準用

する。 

３ 第29条の場合において、議決すべき事

項につき正会員の全員が書面または電磁

的方法により同意の意思表示をしたとき

は、当該提案を可決する旨の総会の決議

があったものとみなし、前条第３項が適

用される。 

(書面表決等) 

第 33条 総会に出席できない正会員は、あらか

じめ通知された事項について、書面 をもって

表決し、または出席する正会員を代理人とし

て表決を委任することができる。 

２ 前項の規定により表決した正会員は、

第 31条の規定の適用については出席した

ものとみなし、前条第 3 項の規定を準用

する。 

３ 第 29条の場合において、議決すべき事

項につき正会員の全員が書面 により同

意の意思表示をしたときは、当該提案を

可決する旨の総会の決議があったものと

みなし、前条第 3 項が適用される。 

(議事録) 

第34条 総会の議事については、議事録を作成

し、議長および総会において選任された議事

録署名人２名が記名押印または署名（電子署

名を含む）し、これを保存する。 

(議事録) 

第 34条 総会の議事については、議事録を作成

し、議長および総会において選任された議事

録署名人２名が記名押印または署名 し、これ

を保存する。 

(開催) 

第37条 理事会は、次の各号のいずれかに該当

する場合に開催する。 

（１） 代表理事が必要と認めたとき 

（２） 理事総数の３分の１以上から、会議

の目的である事項を記載した書面または電

磁的方法によって招集の請求があったとき 

 （３） 第14条第５項第５号の規定により、

監事から招集の請求があった場合 

(開催) 

第37条 理事会は、次の各号のいずれかに該当

する場合に開催する。 

（１） 代表理事が必要と認めたとき 

（２） 理事総数の３分の１以上から、会議

の目的である事項を記載した書面（電子メ

ールを含む）によって招集の請求があった

とき 

 （３） 第 14条第５項第５号の規定により、

監事から招集の請求があった場合 

(招集) 

第38条 理事会は、代表理事が招集する。 

   ２ 理事会を招集するときは、日時、場

所、目的および審議事項を記載した書面ま

たは電磁的方法によって、開催日の7日前

までに通知をしなければならない。この場

合、召集の通知は監事にも行う。 

   ３ 代表理事は、前条第１項第２号および

第３号の規定による請求があったときは、

速やかに理事会を招集しなければならな

(招集) 

第38条 理事会は、代表理事が招集する。 

   ２ 理事会を招集するときは、日時、場

所、目的および審議事項を記載した書面

（電子メールを含む）によって、開催日の

7日前までに通知をしなければならない。

この場合、召集の通知は監事にも行う。 

   ３ 代表理事は、前条第１項第２号および

第３号の規定による請求があったときは、

速やかに理事会を招集しなければならな



い。 い。 

(書面表決等) 

第42条 理事会に出席できない理事は、あらか

じめ通知された事項について、書面または電

磁的方法をもって表決し、または出席する理

事を代理人とし、表決を委任することができ

る。 

  ２ 前項の代理人は、代理権を証する書面ま

たは電磁的方法を議長に提出しなければな

らない。 

３ 第１項の規定により表決した理事は、第

40条の規定の適用については理事会に出席

したものとみなし、前条第３項の規定を準

用する。 

４ 第38条の場合において、議決すべき事項

につき理事の全員が書面または電磁的方法

により同意の意思表示をしたときは、当該

提案を可決する旨の理事会の決議があった

ものとみなし、前条第３項が適用される。 

(書面表決等) 

第 42条 理事会に出席できない理事は、あらか

じめ通知された事項について、書面 をもって

表決し、または出席する理事を代理人とし、表

決を委任することができる。 

  ２ 前項の代理人は、代理権を証する書面 を

議長に提出しなければならない。 

３ 第１項の規定により表決した理事は、第

40 条の規定の適用については理事会に出席

したものとみなし、前条第３項の規定を準

用する。 

４ 第 38条の場合において、議決すべき事項

につき理事の全員が書面 により同意の意

思表示をしたときは、当該提案を可決する

旨の理事会の決議があったものとみなし、

前条第３項が適用される。 

(議事録) 

第43条 理事会の議事については、議事録を作

成し、議長および理事会において選任された

議事録署名人２名が記名押印または署名（電

子署名を含む）し、これを保存する。 

(議事録) 

第 43条 理事会の議事については、議事録を作

成し、議長および理事会において選任された

議事録署名人 2 名が記名押印または署名 し、

これを保存する。 

(開催) 

第46条 評議員会は、次の各号のいずれかに該

当する場合に開催する。 

（１） 代表理事が必要と認めたとき 

（２） 評議員総数の３分の１以上から会議

の目的である事項を記載した書面または電

磁的方法によって招集の請求があったとき 

(開催) 

第46条 評議員会は、次の各号のいずれかに該

当する場合に開催する。 

（１） 代表理事が必要と認めたとき 

（２） 評議員総数の３分の１以上から会議

の目的である事項を記載した書面（電子メ

ールを含む）によって招集の請求があった

とき 

(招集) 

第47条 評議員会は、代表理事が招集する。 

 ２ 評議員会を招集するときは、日時、場

所、目的および審議事項を記載した書面ま

たは電磁的方法によって、開催日の7日前

までに通知をしなければならない。 

 ３ 代表理事は、前条第１項第２号の規定に

よる請求があったときは、速やかに評議員会を

(招集) 

第47条 評議員会は、代表理事が招集する。 

 ２ 評議員会を招集するときは、日時、場

所、目的および審議事項を記載した書面

（電子メールを含む）によって、開催日の

7日前までに通知をしなければならない。 

 ３ 代表理事は、前条第１項第２号の規定に

よる請求があったときは、速やかに評議員



招集しなければならない。 会を招集しなければならない。 

(表決権等) 

第51条 評議員会に出席できない評議員は、あ

らかじめ通知された事項について、書面また

は電磁的方法をもって表決し、または出席す

る評議員を代理人として表決を委任すること

ができる。 

 ２ 前項の代理人は、代理権を証する書面

または電磁的方法を議長に提出しなければ

ならない。 

３ 第１項の規定により表決した評議員

は、第49条の規定の適用については出席

したものとみなし、前条第３項の規定を

準用する。 

４ 第47条の場合において、議決すべき事

項につき評議員の全員が書面または電磁

的方法により同意の意思表示をしたとき

は、当該提案を可決する旨の評議員会の

決議があったものとみなし、前条第３項

が適用される。 

(表決権等) 

第 51条 評議員会に出席できない評議員は、あ

らかじめ通知された事項について、書面をも

って表決し、または出席する評議員を代理人

として表決を委任することができる。 

  ２ 前項の代理人は、代理権を証する書面 を

議長に提出しなければならない。 

３ 第１項の規定により表決した評議員は、

第 49条の規定の適用については出席したも

のとみなし、前条第 3 項の規定を準用する。 

４ 第 47条の場合において、議決すべき事項

につき評議員の全員が書面 により同意の

意思表示をしたときは、当該提案を可決す

る旨の評議員会の決議があったものとみな

し、前条第３項が適用される。 

(議事録) 

第52条 評議員会の議事については、議事録を

作成し、議長および評議員会において選任さ

れた議事録署名人２名が記名押印または署名

（電子署名を含む）し、これを保存する。 

(議事録) 

第 52条 評議員会の議事については、議事録を

作成し、議長および評議員会において選任さ

れた議事録署名人 2 名が記名押印または署名 

し、これを保存する。 

(資産の管理) 

第54条 本会の資産は代表理事が管理し、その

方法は理事会の議決を経て、代表理事が必要

に応じて別に定める。 

(資産の管理) 

第 54条 本会の資産は代表理事が管理し、その

方法は理事会の議決を経て、代表理事が別に

定める。 

(事業年度) 

第57条 本会の事業年度は、毎年１月１日に始

まり、同年12月31日をもって終わる。 

(事業年度) 

第 57 条 本会の事業年度は、毎年 1 月 1 日 に

始まり、同年 12月 31日をもって終わる。 

(定款の変更) 

第62条 この定款を変更するときは、総会に出

席した正会員の３分の２以上の議決を経、か

つ法第25条第３項に規定する事項を変更する

場合、所轄庁の認証を得なければならない。 

２ 前項の法第25条第３項に規定する事項以

外の事項に係る定款の変更を行った場合に

は、速やかに所轄庁に届け出なければならな

(定款の変更) 

第 62条 この定款を変更するときは、総会に出

席した正会員の３分の２以上の議決を経、か

つ法第 25 条第 3 項に規定する事項を変更す

る場合、所轄庁の認証を得なければならない。 

２ 前項の法第 25 条第 3 項に規定する事項

以外の事項に係る定款の変更を行った場合に

は、速やかに所轄庁に届け出なければならな



い。 い。 

第67条 本会には事務局を置く。 

  ２ 事務局の組織および運営に関して必要な

事項は、理事会の議決を経て、代表理事が

必要に応じて別に定める。 

第 67条 本会には事務局を置く。 

  ２ 事務局の組織および運営に関して必要な

事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別

に定める。 

第68条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示す

るとともに官報に掲載して行う。 ただし、

法第 28 条の２第１項に規定する貸借対照表

の公告については、この法人のホームページ

において行う。 

第 68条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示す

るとともに官報に掲載して行う。 ただし、法

第 28 条の２第 1  項に規定する貸借対照表

の公告については、この法人のホームページ

において行う。 

 

 




